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1４葬儀・埋葬

自分らしい
最期を迎えたい

「自分が亡くなったあと、どんなふうに見送られたい？」
人生の終わりについて考えるのは、簡単なことではありません。け

れども近年、自分らしい最期を迎えたいという想いから、生前のうち
に葬儀や埋葬方法を考える“終活”が注目されています。
亡くなった後「葬儀のプランが多すぎ

てどれを選んでいいのかわからない」、
「お墓はどうしよう？」といった家族の悩
みを少なくするためにも、自分の意思を
生前に明確にしておくことが大切です。

葬儀とお墓の準備、できていますか？

ひと口に「葬儀」といっても、そのスタイルは多様化しています。いまや「こうしな
ければならない」という固定観念は薄れつつあり、故人の価値観や家族の事情に
合わせて柔軟に選ばれる時代です。

 
お通夜・告別式を通して、多くの人とお別れする、昔ながらの形式です。故人

が生前縁のあった人々を広く招き見送ることができます。ただし、準備や費用の
負担が大きく、時間的・経済的な余裕が必要です。

家族や親しい人だけで静かに送りたいという方に選ばれます。少人数だから
こそ、落ち着いた雰囲気の中で想いを分かち合える一方で、後日参列を希望す
る人への対応が発生することもあります。

お通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う最も簡素な葬儀形式です。費用を
抑えられるというメリットがあり、近年急増しています。ただし、故人が望んでい
たとしても、家族や周囲の人にとっては“お通夜・告別式”がないことに戸惑う
こともあります。

少しずつ広がりを見せているのが「生前葬」です。生きているうちに、自らの意
思で開催する葬儀です。感謝を伝えたい人たちに直接お礼を言うことができる
のが大きな特長で、近年関心が高まっています。

葬儀の形式とその選択肢

● 一般葬

● 家族葬

● 直葬（火葬式）

● 生前葬

闘病生活をきっかけに「生前のうちに感謝を伝えたい」と思い立ち、生前葬を執り
行うケースもあります。旧友やお世話になった恩師、離れて暮らす家族などに声を掛
け、式中は楽しかった過去の話題で盛り上がり、笑顔と涙が入り混じった和やかな時
間を過ごすことができます。「やりたいことを全てやりきった」と晴れやかな表情を見
せたその姿は、参加者にとっても忘れがたい記憶となるでしょう。

生前のうちに感謝を伝えたい
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葬儀費用は、選ぶ形式や地域、会場、参列人数によって大きく異なります。主な
費用の内訳は次の通りです。

●葬儀会場や式場の使用料金
●棺・骨壺・仏具・花などの物品代
●火葬料金
●僧侶へのお布施
●返礼品や飲食代
●その他、送迎バスや遺影写真などのオプション費用　etc.

事前に葬儀社へ相談し、複数社の見積もりを比較検討することが重要です。生
前契約を活用すれば、自身の希望が反映されやすく、遺される家族の負担を減ら
すことができます。生前契約をした場合は、必ず家族に伝えておきましょう。

葬儀費用の内訳と準備

伝統的な「お墓」は、家を継ぐ者が代々管理していく前提で設けられてきまし
た。しかし、現代では子ども世代が遠方に住んでいたり、未婚・子なし世帯も増え
ていたりと、「お墓を守る人がいない」ことから葬儀と同様に、埋葬方法やお墓の形
式も多様化しています。（「お墓の種類」についてはP.75参照）
そうした中で注目されているのが、永代供養墓です。寺院や霊園が管理・供養を

代行してくれるもので、費用の明確化や契約内容の透明性が進んでいます。最近
では合同墓タイプ・個別墓タイプなど選択肢も豊富で、生前契約が可能な場合が
多いのも特徴です。
また、近年では自然に還ることを望む方に向けた「樹木葬」や、都市部で管理しや

すい「納骨堂」も人気です。これらは宗派を問わないことが多く、生前契約が比較
的簡単であることから、早期に準備する人が増えています。特に都市部では、交通
の便や将来の維持管理を重視して、あえて郊外よりもアクセスしやすい立地を選
ぶケースも増加傾向にあります。埋葬も“生活設計の一部”として考えられるように
なっています。

埋葬先の選び方と多様化

葬儀や埋葬は遺される家族にとっては悩ましい問題となります。遺される家族
の負担を減らすためにも、元気なうちに以下のことを整理・記録しておくことで、家
族は安心できます。

●希望する葬儀形式
●宗教や菩提寺の有無／宗派
●葬儀社の候補、互助会等加入の有無
●喪主をお願いしたい人、連絡してほしい親族・友人
●埋葬方法と場所
●戒名や法名、お布施に関する考え
●費用の支払い方法

これらをエンディングノートなどに記録し遺言書と併せて家族と共有しておく
ことが望ましいです。突然の死では家族が選択に困ることが多く、自身の意思が明
確であればあるほど、スムーズかつ納得のいく対応ができます。（「エンディング
ノート」についてはP.2参照）

葬儀と埋葬の事前準備

人生の最期を「どのように迎えるか」を考えることは、「これからをどう生きるか」
を考えることでもあります。
大切なのは、自分の意思を明確にし、家族に迷いを残さないこと。金銭面だけで

なく、心の準備や家族との対話も含めた“生きるための終活”として、前向きな終活
に取り組んでいきましょう。
今から少しずつ準備を始めて、安心と納得の最期を迎える準備をしてみませ

んか？

頼める家族がいない場合は
行政書士などの専門家と
死後事務委任契約を結んでおくのが
安心だニャ！

“ニャン”ポイントアドバイス
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（「死後事務委任契約」についてはP.82参照）

Puente 202680 Puente 2026 81



葬儀費用は、選ぶ形式や地域、会場、参列人数によって大きく異なります。主な
費用の内訳は次の通りです。

●葬儀会場や式場の使用料金
●棺・骨壺・仏具・花などの物品代
●火葬料金
●僧侶へのお布施
●返礼品や飲食代
●その他、送迎バスや遺影写真などのオプション費用　etc.

事前に葬儀社へ相談し、複数社の見積もりを比較検討することが重要です。生
前契約を活用すれば、自身の希望が反映されやすく、遺される家族の負担を減ら
すことができます。生前契約をした場合は、必ず家族に伝えておきましょう。

葬儀費用の内訳と準備

伝統的な「お墓」は、家を継ぐ者が代々管理していく前提で設けられてきまし
た。しかし、現代では子ども世代が遠方に住んでいたり、未婚・子なし世帯も増え
ていたりと、「お墓を守る人がいない」ことから葬儀と同様に、埋葬方法やお墓の形
式も多様化しています。（「お墓の種類」についてはP.75参照）
そうした中で注目されているのが、永代供養墓です。寺院や霊園が管理・供養を

代行してくれるもので、費用の明確化や契約内容の透明性が進んでいます。最近
では合同墓タイプ・個別墓タイプなど選択肢も豊富で、生前契約が可能な場合が
多いのも特徴です。
また、近年では自然に還ることを望む方に向けた「樹木葬」や、都市部で管理しや

すい「納骨堂」も人気です。これらは宗派を問わないことが多く、生前契約が比較
的簡単であることから、早期に準備する人が増えています。特に都市部では、交通
の便や将来の維持管理を重視して、あえて郊外よりもアクセスしやすい立地を選
ぶケースも増加傾向にあります。埋葬も“生活設計の一部”として考えられるように
なっています。

埋葬先の選び方と多様化

葬儀や埋葬は遺される家族にとっては悩ましい問題となります。遺される家族
の負担を減らすためにも、元気なうちに以下のことを整理・記録しておくことで、家
族は安心できます。

●希望する葬儀形式
●宗教や菩提寺の有無／宗派
●葬儀社の候補、互助会等加入の有無
●喪主をお願いしたい人、連絡してほしい親族・友人
●埋葬方法と場所
●戒名や法名、お布施に関する考え
●費用の支払い方法

これらをエンディングノートなどに記録し遺言書と併せて家族と共有しておく
ことが望ましいです。突然の死では家族が選択に困ることが多く、自身の意思が明
確であればあるほど、スムーズかつ納得のいく対応ができます。（「エンディング
ノート」についてはP.2参照）

葬儀と埋葬の事前準備

人生の最期を「どのように迎えるか」を考えることは、「これからをどう生きるか」
を考えることでもあります。
大切なのは、自分の意思を明確にし、家族に迷いを残さないこと。金銭面だけで

なく、心の準備や家族との対話も含めた“生きるための終活”として、前向きな終活
に取り組んでいきましょう。
今から少しずつ準備を始めて、安心と納得の最期を迎える準備をしてみませ

んか？

頼める家族がいない場合は
行政書士などの専門家と
死後事務委任契約を結んでおくのが
安心だニャ！

“ニャン”ポイントアドバイス

葬
儀
・
埋
葬

葬
儀
・
埋
葬

（「死後事務委任契約」についてはP.82参照）

Puente 202680 Puente 2026 81



今の日本では、ひとりで暮らす人や、家族が遠くに住んでいる人が増えていま
す。そのため、「自分が亡くなったあとのことを誰がやってくれるのだろう」と不安を
感じる人が多くなっています。
そこで役に立つのが、「 死後事務委任契約 」です。
これは、生きているうちに、自分が亡くなったあとの手続きを、信頼できる人や
行政書士などの専門家にお願いしておく約束のことです。

私は身寄りがなく、自分が亡くなった場合の葬儀や埋葬、住ん
でいた部屋の整理などについて非常に心配しています。もしもの
ときに誰がこれらのことをしてくれるのか、具体的な手配やサ
ポート体制についても気になっています。

死
後
事
務
委
任
契
約

15 死後事務委任契約

自分が亡くなったあと、
できるだけ人に
迷惑をかけたくない

亡くなったあとの希望を伝える方法として、「遺言」があります。
遺言では、主に「財産を誰に渡すか」といったことを決めることができます。
しかし、遺言で決められる内容は法律で決まっており、すべての希望を書けるわ

けではありません。
例えば、「どのようなお葬式にしてほしいか」、「どこに、どのようなお墓を作って

ほしいか」といったことを書いておくことは可能ですが、必ず実行されるとは限り
ません。
また、人が亡くなると、すぐにお葬式の準備に追われます。そのため、遺言書が

すぐに読まれなかったり、存在にすぐに気づかれなかったりなど希望が伝わらない
ことも多いのです。
そこで、実際の手続きを確実に行ってもらうための仕組みとして、死後事務委任

契約が必要になります。

遺言だけじゃダメなの？

死後事務委任契約は、特に次のような人に向いています。

●ひとり暮らしの人や、子どもがいないご夫婦
●家族はいるが、遠くに住んでいて頼みにくい
●家族が高齢で、負担をかけたくない
●事実婚や同性カップル

このような場合、亡くなったあとに誰が手続きをするのか分かりにくく、トラブル
になることもあります。あらかじめ契約で決めておくことで、安心して生活すること
ができます。

こんな人におすすめします

死
後
事
務
委
任
契
約

行政書士に

頼むといいニャ
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死後事務委任契約では、亡くなったあとに必要な事務を幅広くお願いできます。
例えば次のような内容です。

●お通夜や葬儀、火葬、埋葬に関すること
●お墓の管理や、永代供養について
●借りていた家の解約や、部屋の片づけ
●家族や友人知人への死亡の連絡
●病院や施設の利用料の支払い
●ペットの世話や、引き取り先の手配
●遺品や思い出の品の整理（遺品整理・片付け）
●SNS、メールなどの削除（「デジタル遺産」についてはP.26参照）
●電気・水道・電話・スマホ・インターネットの解約

何をどこまでお願いするかは引き受けてくれる方と相談の上、自由に決めること
ができます。

どんなことをお願いできるの？

死後事務委任契約は、公証役場で「公正証書」として作ることをおすすめします。
公正証書にすると、以下のようなメリットがあります。

●本人が自分の意思で契約したことがはっきりする
●家族や親族とのトラブルが起きにくくなる
●役所や銀行などの手続きが進めやすくなる

公正証書にした方がいいの？

死後事務委任契約は、亡くなったあとの事務手続きを行うためのものです。
そのため、財産を誰に渡すかといったことは、遺言で別に決める必要があります。
また、生きている間の不安に備えるためには、

●安否を確認する「見守り契約」
●認知症などで判断能力が低下したときの「任意後見契約」（P.34参照）

などをあわせて利用すると、より安心です。

死後事務委任契約ですべて安心？

私たち行政書士など専門家は、おひとり様の終活では
「 遺言 ＋ 死後事務委任契約 ＋ 任意後見契約 」
を組み合わせることをおすすめしています。

●遺言（P.58参照） ： お金や財産の分け方を決める
●死後事務委任契約  ： 亡くなったあとの手続きをお願いする
●任意後見契約 ： 判断能力が低下した人を守る

これらは元気なうちに作成し、判断能力が低下してきたり、亡くなったりした後に
活用するものです。

おひとり様の場合（P.86参照）
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後
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務
委
任
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死
後
事
務
委
任
契
約

備えあ れば憂いなし
人生の終わりについて考えることは、抵抗があるかもしれません。
しかし、あらかじめ準備しておくことで、自分も安心し、周りの人も困らな

いようにすることができます。
死後事務委任契約は、未来の自分と身近な人を守るための、備えになる

のではないでしょうか。
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備えあれば憂いなし
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私もおひとり様？
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『人生100年時代』と言われています。
穏やかに安心して人生を過ごしたいけれどこの先のことを考える

と漠然とした不安を感じるという方も多いのではないでしょうか?
そんなあなたへ、4つのプランを提案します。

ひとりでも
安心して暮らしたい

遺言書を作ることをご提案します。
遺言書は、あなたの想いを実現するためのものです。
例えば、あなたの財産を引き継ぐ人（相続人）が誰もいないということにな

れば、その財産は最終的には国庫に帰属することになります。しかし、そうした
ことを望まず、「自分の財産を、施設や団体などで活かして使って欲しい」ある
いは、「とてもお世話になった知人や友人、甥や姪などにも遺したい」などと思
うのであれば、遺言によってそうした想いを実現することができます。
また遺言書では、財産の遺し方に限らず、なぜそうしたいかという想いや、

自分の葬儀をこのように執り行って欲しいという希望などを「付言」として記
載することができます。
（「遺言書」についてはP.５８参照）

　　　　遺言書で想いを遺すPlan1

行政書士に
相談するといいニャ

4つのプラン

預金関係は姪に、

不動産は甥に！

現金の一部は

動物保護施設に寄付するわ！

葬儀は簡素にお願いね！

“これが私の想いです”

お
ひ
と
り
様

Plan1

Plan3

Plan4 Plan2
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　　　　尊厳死宣言を検討するPlan4

『認知症などになった場合、近くに私の面倒を見てくれる親族がいません。
行政書士などの専門家に頼みたいと思っています。』
そんな希望を叶えるのが任意後見契約です。
任意後見契約は、認知症などに備えて、あらかじめ自分が選んだ後見人に

代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
任意後見契約で、あなたの希望する人に将来を託し、安心と安全を手に入

れておきませんか？
（「任意後見契約」についてはP.34参照）

　　　　任意後見契約で認知症に備えるPlan2

『自分が亡くなったあとの手続きを、誰かにお願いしたい。』
ひとりで暮らしていると心配なのが、自分が亡くなった後のことです。
『甥や姪などがいても実際のところお願いするのは気が引ける』そんな場合
に備えて、死後事務委任契約をしておけば安心です。
死後事務委任契約では、あらかじめ行政書士などの専門家や信頼できる知

人に、亡くなった後の手続き、例えば葬儀や埋葬、家財道具の処分や役所への
諸届け、親族や友人への連絡などをお願いしておくことができます。
（「死後事務委任契約」についてはP.82参照）

　　　　死後事務委任契約で死後も安心Plan3

お
ひ
と
り
様

お
ひ
と
り
様

ポイント
任意後見人は、直接介護をするわけではありませんが、契約で定めた範囲

で財産管理や介護認定の申請、施設の契約などを行います。

この契約は、
あなたの認知機能がしっかりしているうちに、
あなたに後見が必要になった場合に、
あなたが希望する人に後見人に
なってもらうためのものです。
あなたの信頼する人に護ってもらえることが
最大の利点となるでしょう。

「尊厳死宣言」という言葉はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんね。わ
かりやすく言えば、「必要以上に医療行為はしないでほしい」という希望を伝え
るための宣言書です。
医療技術が進歩し、回復の見込みがない末期状態であっても一定期間、生

命を維持することが可能な場合もあります。
そのように、単に命を延ばすためだけの延命措置はしてほしくないと希望す

る人も多くなっています。
尊厳死宣言は、必要以上の延命処置を望まない人のための意思表示です。
（「尊厳死宣言公正証書」についてはP.66参照）

家財道具の処分 親族への連絡埋 葬
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17 パートナーシップ

同性パートナーや事実婚の終活
～私らしく生きるために～

「パートナーが病気になった際の医療同意は私にさせてほしい」
「パートナーと一緒のお墓に入りたい」
このような希望を叶えるための同性パートナーや事実婚の方の

終活についてご案内します。
日本の法律では、まだまだ手続きをスムーズに行えない場合が

あります。

法律婚と一緒にできないの？

法律婚以外のパートナーシップの場合、手術などの医療同意ができないこと
があります。法律婚と同じような対応が可能となるよう、病状や治療方針に関す
る説明を受けることや同意に関することな
どを、「事実婚契約」や「パートナーシップ
契約」で『親族に優先する』と定めておく
ことをおすすめします。
※ただし、契約書を作成しておいても、必ず認められるとは
限りません。

医療同意は私にさせてほしい

同性パートナーや事実婚では、どちらか一方が亡くなった際に、法律婚と同じよ
うな相続権を得ることはできません。
お互いの財産をパートナーに遺すには、「パートナーに遺贈する」という内容の

遺言書を作成しましょう。

パートナーに財産を遺したい

備えあれば、

憂いなしだニャ！
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プ
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お寺など「〇〇家の墓」と記載された先祖代々のお墓では、同性パートナーや事
実婚の場合のように『名字が違う方は同じお墓に入れない』ということが多くあり
ました。
最近では、お寺の裁量により多様な対応が可能となってきているようですが、お

寺の宗派に従って法要等を行うことが条件となります。これは、樹木葬や納骨堂を
設けているお寺でも基本的には同じです。
なお、霊園では、姓の違いを問わない施設が多いですが、同性パートナーや事実

婚については、各霊園の規定によりますので確認が必要です。
都立霊園では、令和７年度の「申込みのしおり」の「申込資格等について」に、以下

のとおり記載されています。

一緒のお墓に入りたい
法律婚をしないカップルが婚姻関係と同等の生活を望む場合は、パートナー

シップ契約や事実婚契約を結んでおくと良いでしょう。
これらの契約書は公正証書で作成しておくことをおすすめします。

任意後見契約を補う契約

事実婚契約は、民法やその他の法令に定める夫婦または婚姻と同等の関
係を持つことを相互に確認して共に生きていくことを誓約するタイプの契約
ですので、法律婚では当たり前にある権利や義務に沿った形での内容とする
と良いでしょう。
具体的な契約の内容としては、遵守事項や医療場面における相互委任、

財産の帰属関係、子の認知や子の氏の取り扱いに関する取決めなど、法
律婚によらないが故に起こりうる問題を解消できる内容とすると良いで
しょう。
婚姻という法律関係に縛られたくない人たちのほか、氏の変更をしたくな

い人たちの間でも活用が増えてきています。

事実婚契約

私たちの暮らす社会は多様な人々により成り立っています。
多様性のひとつとして、トランスジェンダー（身体的性と心理的性が一致

しない）の人たちがいます。トランスジェンダーに限らず、私たちはどのよう
な性の相手を好きになるかさまざまです。
法律婚と同じようにパートナーと暮らしていきたいという希望を叶える

のが、「パートナーシップ契約」であり、近年利用者は増加しつつあります。
多様性に対する理解も高まりを見せ、自治体では住民サービスの一環とし
て「パートナーシップ宣言制度」を普及させていますが、この制度だけでは
補いきれない法的な部分について、お互いを護るために契約を取り交わし
ておくことをおすすめします。

パートナーシップ契約

※東京都立霊園使用者の募集「申込みのしおり」より

東京都パートナーシップ宣言制度受理証明書
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※東京都立霊園使用者の募集「申込みのしおり」より

東京都パートナーシップ宣言制度受理証明書
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このたび、行政書士とうきょう増刊号『プエンテvol.17』として「行政書士と一緒に終活ハンドブック」の
発刊に漕ぎ着けることができました。終活というテーマを本号一冊まるごとで取り上げ、皆さまのお手元に
お届けできましたことに、とても感慨深い思いでおります。

本号の制作も決して平坦な道のりではありませんでした。それぞれが事務所を構え、日々の業務や家庭
での役割も担うなか、限られた時間をやりくりしながら半年以上前の昨夏からテーマ選定などの企画構成
や執筆、校正に取り組んでまいりました。「終活」という言葉にはまだ少し重たい印象を抱かれる方もいらっ
しゃるなかで、いかにやさしく、わかりやすく、そして実際に役立つ内容としてお届けできるかとその点を常
に意識しながら、広報部全員が心をひとつに力をあわせて、一つひとつ丁寧に形にしていきました。

さらに、本誌の完成には、印刷会社のご担当者様、そして誌面デザインを手がけてくださったデザイナー
の皆さまが、私たちの想いや意図を辛抱強くお汲み取りいただき、読みやすく、親しみやすい紙面へと仕上
げてくださったことに、深く御礼申し上げます。このように多くの方の知恵とご協力が重なり合って、ようや
くこの一冊が生まれました。

終活は、人生の終わりだけを見つめるものではなく、これからをより自分らしく生きるための準備でもあ
ります。ご自身の想いを整理し、ご家族や大切な方と語り合うきっかけとして本誌をご活用いただけました
ら幸いです。そして、具体的な手続や書類の作成、将来への備えについてお考えになる際には、どうぞ身近
な行政書士にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や疑問に丁寧に耳を傾け、安心へとつながるお手
伝いをしてまいります。

最後になりますが、本誌を手に取りここまでお目通しいただきました読者の皆さまに心より感謝申し上
げます。本号が、皆さまと行政書士を結ぶ架け橋となり、これからの暮らしをより安心で豊かなものにする
一助となりますことを心から願っております。

広報部次長　古林 孝一

各種お問い合わせは、東京都行政書士会事務局まで。 
TEL 03-3477-2881  MAIL info@tokyo-gyosei.com

■編　集
 東京都行政書士会広報部
 担当副会長 浅野幸惠
 編集委員長 榎本  晃
 編集委員 古林孝一 帆秋啓史
  井手尾博之 三五政彰
  大門則亮 益子光宣
  及川弘子 江川さやか
  妹尾ひかる 中里  裕
  吾妻佑紀 半田正美　

免責事項：
当会は、本誌のコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。
本誌に掲載されている情報、または本誌を利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当会は一切の責任を負いません。

■発行人
　　東京都行政書士会
　　会長　宮本 重則
　　〒153-0042　東京都目黒区青葉台3-1-6
　　TEL 03-3477-2881　
　　FAX 03-3463-0669
　　https://www.tokyo-gyosei.or.jp/
■デザイン・制作
　　株式会社 DNP出版プロダクツ
　　有限会社 ディーエヌデザインセンター
■印刷所
　　大日本印刷株式会社

本誌記載記事の無断転載・複製を禁じます。

行政書士とうきょう増刊号 Vol.17
令和8年3月31日発行

プエンテの
発行にあたって

我が国は、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進展しております。
東京都においても、65歳以上の高齢者人口は年々増加し、単身高齢者世帯の割合も高まる
など、地域社会の在り方や家族の形が大きく変化しております。こうした社会構造の変化に
伴い、人生の最終段階をどのように迎えるかという「終活」への関心は、今や多くの都民にとって
身近で重要なテーマとなっております。
行政書士は、暮らしと事業の法務を支える「あなたの街の法律家」として、これまでも遺言・
相続、成年後見、財産管理、空き家問題など、終活に関わる幅広い分野で都民の皆様を支え
てまいりました。特に近年は、家族関係の多様化やデジタル資産の増加、介護・医療に関する意
思表示の重要性など、終活を取り巻く課題は一層複雑化しており、専門的な知識と丁寧に寄り添
うことが求められています。

当会では、「かかりつけ行政書士を都内標準にしよう！」という活動理念のもと、都民の皆様が
安心して相談できる体制づくりを進めております。その一環として、このたび広報部において「終
活ハンドブック」を発刊する運びとなりました。本書は、終活に関する基本的な考え方から、遺言
書の作成、相続手続、財産管理、任意後見制度、空き家対策に至るまで、行政書士が日頃の業
務で培ってきた知見を分かりやすくまとめたものです。終活をこれから始めたい方はもちろん、
すでに準備を進めている方にとっても、実務的な指針としてお役立ていただける内容となって
おります。

人生の最終段階を自分らしく迎えるためには、早い段階からの準備が何よりも大切です。しか
し、何から手をつければよいのか分からない、家族にどう話してよいか迷っている、といった声も
多く耳にします。行政書士は、そうした不安や疑問に寄り添い、法的な観点から適切なアドバイス
を行い、必要な手続を確実にサポートする役割を担っています。本ハンドブックが、終活を前向
きに考えるきっかけとなり、皆様の安心につながることを願っております。

今後も東京都行政書士会は、地域社会の変化に的確に対応し、都民の皆様に信頼される専
門家として、研鑽と社会貢献に努めてまいります。本書が皆様のお役に立ちましたら幸いです。

東京都行政書士会 会長

宮本 重則

編 集 後 記



Puente 202696 Puente 2026 97

このたび、行政書士とうきょう増刊号『プエンテvol.17』として「行政書士と一緒に終活ハンドブック」の
発刊に漕ぎ着けることができました。終活というテーマを本号一冊まるごとで取り上げ、皆さまのお手元に
お届けできましたことに、とても感慨深い思いでおります。

本号の制作も決して平坦な道のりではありませんでした。それぞれが事務所を構え、日々の業務や家庭
での役割も担うなか、限られた時間をやりくりしながら半年以上前の昨夏からテーマ選定などの企画構成
や執筆、校正に取り組んでまいりました。「終活」という言葉にはまだ少し重たい印象を抱かれる方もいらっ
しゃるなかで、いかにやさしく、わかりやすく、そして実際に役立つ内容としてお届けできるかとその点を常
に意識しながら、広報部全員が心をひとつに力をあわせて、一つひとつ丁寧に形にしていきました。

さらに、本誌の完成には、印刷会社のご担当者様、そして誌面デザインを手がけてくださったデザイナー
の皆さまが、私たちの想いや意図を辛抱強くお汲み取りいただき、読みやすく、親しみやすい紙面へと仕上
げてくださったことに、深く御礼申し上げます。このように多くの方の知恵とご協力が重なり合って、ようや
くこの一冊が生まれました。

終活は、人生の終わりだけを見つめるものではなく、これからをより自分らしく生きるための準備でもあ
ります。ご自身の想いを整理し、ご家族や大切な方と語り合うきっかけとして本誌をご活用いただけました
ら幸いです。そして、具体的な手続や書類の作成、将来への備えについてお考えになる際には、どうぞ身近
な行政書士にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や疑問に丁寧に耳を傾け、安心へとつながるお手
伝いをしてまいります。

最後になりますが、本誌を手に取りここまでお目通しいただきました読者の皆さまに心より感謝申し上
げます。本号が、皆さまと行政書士を結ぶ架け橋となり、これからの暮らしをより安心で豊かなものにする
一助となりますことを心から願っております。

広報部次長　古林 孝一

各種お問い合わせは、東京都行政書士会事務局まで。 
TEL 03-3477-2881  MAIL info@tokyo-gyosei.com

■編　集
 東京都行政書士会広報部
 担当副会長 浅野幸惠
 編集委員長 榎本  晃
 編集委員 古林孝一 帆秋啓史
  井手尾博之 三五政彰
  大門則亮 益子光宣
  及川弘子 江川さやか
  妹尾ひかる 中里  裕
  吾妻佑紀 半田正美　

免責事項：
当会は、本誌のコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。
本誌に掲載されている情報、または本誌を利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当会は一切の責任を負いません。

■発行人
　　東京都行政書士会
　　会長　宮本 重則
　　〒153-0042　東京都目黒区青葉台3-1-6
　　TEL 03-3477-2881　
　　FAX 03-3463-0669
　　https://www.tokyo-gyosei.or.jp/
■デザイン・制作
　　株式会社 DNP出版プロダクツ
　　有限会社 ディーエヌデザインセンター
■印刷所
　　大日本印刷株式会社

本誌記載記事の無断転載・複製を禁じます。

行政書士とうきょう増刊号 Vol.17
令和8年3月31日発行

プエンテの
発行にあたって

我が国は、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進展しております。
東京都においても、65歳以上の高齢者人口は年々増加し、単身高齢者世帯の割合も高まる

など、地域社会の在り方や家族の形が大きく変化しております。こうした社会構造の変化に
伴い、人生の最終段階をどのように迎えるかという「終活」への関心は、今や多くの都民にとって
身近で重要なテーマとなっております。
行政書士は、暮らしと事業の法務を支える「あなたの街の法律家」として、これまでも遺言・

相続、成年後見、財産管理、空き家問題など、終活に関わる幅広い分野で都民の皆様を支え
てまいりました。特に近年は、家族関係の多様化やデジタル資産の増加、介護・医療に関する意
思表示の重要性など、終活を取り巻く課題は一層複雑化しており、専門的な知識と丁寧に寄り添
うことが求められています。

当会では、「かかりつけ行政書士を都内標準にしよう！」という活動理念のもと、都民の皆様が
安心して相談できる体制づくりを進めております。その一環として、このたび広報部において「終
活ハンドブック」を発刊する運びとなりました。本書は、終活に関する基本的な考え方から、遺言
書の作成、相続手続、財産管理、任意後見制度、空き家対策に至るまで、行政書士が日頃の業
務で培ってきた知見を分かりやすくまとめたものです。終活をこれから始めたい方はもちろん、
すでに準備を進めている方にとっても、実務的な指針としてお役立ていただける内容となって
おります。

人生の最終段階を自分らしく迎えるためには、早い段階からの準備が何よりも大切です。しか
し、何から手をつければよいのか分からない、家族にどう話してよいか迷っている、といった声も
多く耳にします。行政書士は、そうした不安や疑問に寄り添い、法的な観点から適切なアドバイス
を行い、必要な手続を確実にサポートする役割を担っています。本ハンドブックが、終活を前向
きに考えるきっかけとなり、皆様の安心につながることを願っております。

今後も東京都行政書士会は、地域社会の変化に的確に対応し、都民の皆様に信頼される専
門家として、研鑽と社会貢献に努めてまいります。本書が皆様のお役に立ちましたら幸いです。

東京都行政書士会 会長

宮本 重則

編 集 後 記



17２０２6

遺言書

任意
後見契約

高齢者施設・
介護施設

墓じまい

民事信託

生前贈与
葬儀・埋葬

おひとり様

争族
▲▲事例

ペットのための
信託

死後事務
委任契約 デジタル

遺産

生前整理

空き家問題

尊厳死宣言
公正証書相続土地国庫

帰属制度

臓器提供・献体

パートナーシップ

行
政
書
士
と
一
緒
に

エンディングノート付き
行政
書士と

一緒に

行政
書士と

一緒に

行
政
書
士
と
う
き
ょ
う
増
刊
号

V
ol.17

令
和
8年
3月
31日

発
行

■
発
行
人
　
東
京
都
行
政
書
士
会
　
会
長
 宮
本
 重
則

■
編
集
　
　
東
京
都
行
政
書
士
会
広
報
部

〒
153-0042 東

京
都
目
黒
区
青
葉
台
3-1-6

TEL 03-3477-2881
■
印
刷
所
 大
日
本
印
刷
株
式
会
社

プ
エ
ン テ

［
　
　
　
　
　
］

行
政
書
士
と
う
き
ょ
う
増
刊
号 

プ
エン
テ
２
０
２
6
Vol.
17

東
京
都
行
政
書
士
会




